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介護保険サービス指定事業者 

 
 
 
 
 

高 齢 者 

要介護（１－５） 
認定者 

要支援１・２ 
認定者 

非該当（介護予防・ 
生活支援必要） 

介護予防サービス指定事業者 

生活支援体制整備事業（委託） 
生活支援サポーターが支援 

・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
 （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設等 

■在宅系サービス： 

■施設・居住系サービス 

居宅介護 
支援事業所 
（指定） 

 
地域包括 

支援センター 
（市町村又は委託） 

 
 

市町村（介護保険課等） 

認定調査員（委託） 

認定調査依頼 

認定調査依頼 

認定調査の結果 

調査訪問 

ケアプラン 

ケアプラン 

コーディ 
ネート 

地域ケア
会議 

高齢者支援サービスの流れ 



要介護認定者の支援 

状態 窓口 運営者 必要資格 職責 

要介護 
認定者 

居宅介護 
支援事業所 

自治体の指定 
事業者 

介護支援専門員 
常勤･専任 １名 
他は事業所が決定 

要支援 
認定者 

地域包括支援 
センター 

市町村直営 
又は委託事業者 

①介護支援専門員 
②保健師  

③社会福祉士  

常勤･専任  
①3名、②2～3名 

③2～3名 

非該当者 
生活支援コーディ

ネーター 
市町村委託 
事業者（人） 

特になし 
地域でコーディネート機
能を適切に担うことがで

きる者 

状態 サービス提供者 支援実施者 職責 
実施者の
報酬 

要介護 
認定者 

社会福祉法人・ 
医療法人・ 
民間企業等 
指定事業者 

介護職員等 

（訪問介護の場合） 
①管理者：常勤･専任１名 
②サービス提供責任者： 
 常勤･専任１名以上 
③訪問介護員：常勤・非常勤問わず 

給与 
要支援 
認定者 

非該当者 
住民主体 

（ボランティア） 
生活支援 
サポーター 

市町村の生活支援サポーター研修
修了者 

主に 
ポイント 

１．高齢者の状態別行政窓口 

２．高齢者状態別“支援実施者” （サービス提供者） 



生活支援コーディネーターを配置し、住民ボランティアに

高齢者支援を担ってもらい、介護費用の膨張を抑える 

2016年度の介護保険の総費用は10.4兆円まで膨張（厚生労働省） 

今後も総費用は増加し続けると予測される。 

１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 

 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。 

 ⇒３つの機能･･･①資源開発、②ネットワーク構築、③ニーズと取り組みのマッチング 

２）協議体の設置（第１層、第２層）  

 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進 

 

 

民間企業 ボランティア ＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人 

第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度まで 
の間に第２層の充実を目指す。 

高齢者の生活を支援する「生活支援コーディネーターの配置」 



第1層 市町村全域 中間支援
組織 

地縁組織 

社協 
包括 

市町村 

協議体 
NPO 

民間企業 
ボランティア
団体 

第2層 日常生活圏域（中学校区等） 

協議体 

地区社協 

包括 NPO 

意欲ある
住民 

町内会 包括 

介護サービ
ス事業所 

意欲ある
住民 

協議体 

第2層 日常生活圏域（中学校区等） 

第1層コーディ
ネーター 

第２層コーディ
ネーター 

第３層コーディ
ネーター 

5 

第１層の協議体 

生活支援資源を 

さがす・つくる 
地域ケア推進会議への資源の提案 

多様な主体（専門職以外も多数） 

地域のＡさんＢさんの活動を知り、「すごい」ことに気づき、

「こういうのあったらいいね」と提案し、自分たちができること

が何か、生活支援コーディネーターと一緒に考える場 

多様な主体（住民中心） 

第２層の協議体 

「新しい総合事業の移行戦略」～地域づくりに向けたロードマップ～三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社作成資料 

生活支援コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ 



生活支援サポーターによる「高齢者生活の生活支援」へ 

政府は徐々に高齢者の生活支援を

「訪問型サービスB」へ軸足を移そう

としている。 

「訪問型サービスB」に至っては、

サービス提供者が“ボランティア”

となっている。 

行政だけでは介護保険サービスを提

供することが難しいため、住民を巻

き込んだ新たなサービスの開発を

コーディネーターが担う。 

基準 多様なサービス 

サービス種別 
訪問型 
サービスA 

訪問型 
サービスB 

サービス内容 生活援助等 
住民主体の自
主活動として行
う生活援助等 

実施方法 
事業者指定／

委託 
補助（助成） 

基準 
人員等を緩和
した基準 

個人情報の保
護等の最低限
の基準 

サービス提供
者（例） 

主に雇用 
労働者 

ボランティア 
主体 

訪問型サービスの例 

高齢者の生活支援サービスを“行政主体”から“住民主体”へと移行させる 



市社協では、この事業の委託を受け、生活圏域ごとに1名、合計7名の生活支援コーディネーター
を配置（コミュニティソーシャルワーカーと兼務）。ボランティア登録者９００名超え。 

豊中市社会福祉協議会「生活支援コーディネーター」事例 



「誰か手伝ってくれたら助かるのに…」  

そんな高齢者の暮らしををサポートするのが、生活支援サポーターです。         

生活支援サポーターとして登録した市民が、善意で高齢者の生活のお手伝いをします。 

この事業は平成23年度に始まり、現在約１６０名が登録しています。 

サポーターとして登録後、買い物支援や外出の同行、その他の活動をしていただくと、 

その活動の時間数に応じポイントが付与されます。 

＊１時間の活動で１ポイント（１００円相当） 

＊1回の活動は原則２時間（２ポイント）となります。 

＊1年間で貯まったポイントは10ポイントで商品券1枚と交換します。（上限10,000円） 

①生活支援サポーターを利用できる方  高槻市内在住でおおむね65歳以上の方 

②利用内容・・・通院付き添い、 外出付き添い、 買い物の同行、代行 

 掃除（お風呂掃除、換気扇の掃除、部屋の片付け、季節の衣類整理など） 

 日常の生活ゴミ出し（短期間）、大型ゴミ出し・解体のお手伝い、電球の交換など 

③利用料･･･ボランティアによる活動の為、利用料はかかりません。但し、活動にかかる実費 

 （交通費など）が発生した場合は負担して頂きます。 

進まない生活支援サポーターの養成 （高槻市の例） 


